
　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
生
活
習

慣
病
を
早
期
に
発
見
し
健
康
を
維

持
し
て
い
く
た
め
に
特
定
健
診
を

行
っ
て
い
ま
す
。
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候

群
）
に
着
目
し
た
健
診
を
し
、
健

診
の
結
果
に
よ
り
本
人
に
適
し
た

特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

◆
対
象
者

　

坂
東
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
で
40
歳
～
74
歳
ま
で

の
方

◆
健
診
に
必
要
な
も
の

①
特
定
健
診
受
診
券

②
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

③
負
担
金

　

40
歳
～
69
歳
の
方

１
０
０
０
円

　

70
歳
～
74
歳
の
方

５
０
０
円

●
募
集
期
間

　

10
月
22
日（
月
）～
26
日（
金
）

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、申
込
書
配
布

時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
対
象
者

　

坂
東
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い

る
、
０
～
５
歳
児

◇
１
号
認
定
（
教
育
部
分
）　

　

３
～
５
歳
児

　

平
成
25
年
４
月
２
日
～

平
成
28
年
４
月
１
日
生

・
認
定
こ
ど
も
園
ふ
た
ば

　

原
則
と
し
て
岩
井
第
一
、七
重
、

　

弓
馬
田
、
長
須
の
各
小
学
校
区

・
認
定
こ
ど
も
園
ひ
ま
わ
り

　

原
則
と
し
て
岩
井
第
二
、七
郷
、

　

中
川
、
神
大
実
、
飯
島
の
各
小

　

学
校
区

◇
２
・
３
号
認
定
（
保
育
部
分
）

　

０
～
５
歳
児

◆
今
後
の
特
定
健
診

　（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
健
診
）の
予
定

　

10
月
9
日（
火
）か
ら
28
日（
日
）

に
か
け
て
、
市
内
の
公
民
館
な
ど

で
特
定
健
診
を
行
い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年

度
保
健
事
業
予
定
表
ま
た
は
広
報

坂
東
お
知
ら
せ
版（
9
月
20
日
号
）

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
特
定
健
診
に
は
、
保
健
セ
ン

タ
ー
や
公
民
館
な
ど
で
受
診
す
る

集
団
健
診
と
医
療
機
関
で
受
診
す

る
個
別
健
診
が
あ
り
ま
す
。
個
別

健
診
は
市
と
契
約
し
て
い
る
県
内

５
０
０
以
上
の
医
療
機
関
で
受
診

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
お
問
合
せ　

保
険
年
金
課

　

☎
０
２
９
７（
21
）２
１
８
７

国
民
健
康
保
険
の
方
の
特
定
健
診

年
に
一
度
は
健
診
を
受
け

健
康
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！

９
月
は「
特
定
健
診
受
診
促
進
月
間
」で
す

平成31年度

市
立
認
定
こ
ど
も
園
の

　
　

園
児
を
募
集
し
ま
す

市
立
認
定
こ
ど
も
園
の

　
　

園
児
を
募
集
し
ま
す

平
成
25
年
４
月
２
日
～

平
成
30
年
９
月
30
日
生

※�

両
園
と
も
、
学
校
区
の
規
制
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
込
方
法

◇
１
号
認
定

　

各
園（
午
前
9
時
～
午
後
5
時
）

　
　

認
定
こ
ど
も
園
ふ
た
ば

　
　

認
定
こ
ど
も
園
ひ
ま
わ
り

◇
２
・
３
号
認
定

　

子
育
て
支
援
課

※�

申
込
書
の
配
布
は
、１
号
認
定
は

９
月
25
日（
火
）か
ら
各
園
、２
・

３
号
認
定
は
９
月
25
日（
火
）

～
28
日（
金
）は
児
童
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
、10
月
１
日（
月
）以
降

は
子
育
て
支
援
課
と
な
り
ま
す
。

（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

※�
私
立
を
含
む
１
号
認
定
と
２
号

認
定
と
の
同
時
申
し
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
。

●
各
園
定
員　

◇
１
号
認
定　
　
　

１
１
０
人

◇
２
・
３
号
認
定　

１
２
０
人

※�

募
集
人
数
は
、
各
年
齢
の
進
級

者
を
除
く
人
数
に
な
り
ま
す
。

※�

１
号
認
定
の
申
込
数
が
、
募
集

人
数
を
超
え
た
場
合
は
、
抽
選

と
な
り
ま
す
。

●
保
育
料

　

市
民
税
額
と
児
童
の
年
齢
に
よ

り
、
１
号
認
定
は
５
階
層
、
２
・

３
号
認
定
は
７
階
層
に
区
分
さ
れ

ま
す
。

※�

そ
の
ほ
か
詳
細
に
つ
い
て
は
、

入
園
案
内
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

■
お
問
合
せ　

子
育
て
支
援
課

　

☎
０
２
９
７（
21
）２
１
９
１

（

）

広報ばんどう 2018・9 No.162●坂東市役所 窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜・祝日を除く） 6


